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総合計画の位置づけ

横手市自治基本条例（平成２５年６月２７日 条例第１９号）

（総合計画）

第１１条 市長は、この条例の理念に基づき、市の最上位計画である基本構想
及びこれに基づいた基本計画により構成される総合計画を策定し、総合的
かつ計画的な市政の運営を行います。
２ 市長は、総合計画の策定及び見直しにあっては市民の意見を反映させる
ため、広く市民の参画を得るものとし、基本構想の策定にあっては議会の議
決を経るものとします。
３ 市長等は、各行政分野における計画を策定するときは、総合計画との整合
性を図ります。

４ 市長は、総合計画について市民への周知を図り、その進行管理を的確に
行うとともに、社会経済情勢の変化に対応するため、必要に応じて見直しを
するものとします。
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第１次横手市総合計画（平成18年度～平成27年度）

【目指す将来像】

『豊かな自然 豊かな心 夢あふれる田園都市』

人にやさしい住みよい
まちづくり

＜生活環境＞

基本目標

（１）自然・歴史的環境の保全と活用
（２）住宅・住環境の整備
（３）公園・緑地の整備
（４）よりよい生活環境へ
（５）環境保全施策の充実
（６）各拠点地区の整備
（７）道路網の整備

豊かな自然と調和し
た活力あふれるまち

づくり
＜産業振興＞

安心で住みよいまち
づくり

＜安全生活＞

（１）防災体制の充実
（２）防犯体制の充実
（３）消防体制の充実
（４）土砂災害対策の推進
（５）水害対策の推進
（６）交通安全の推進
（７）公共交通機関の利便性の向上
（８）高度情報化の促進

やさしさあふれ元気な
まちづくり

＜健康福祉＞

（１）保健活動・健康づくりの推進
（２）医療体制の充実
（３）地域福祉の向上
（４）高齢者福祉の充実
（５）児童福祉の充実
（６）障がい者（児）福祉の充実
（７）母子（父子）福祉の充実
（８）低所得者福祉の充実

（１）活力のある農業の振興
（２）経営能力に優れた多様な経営体の育成
（３）農産物のブランド化と産地づくりの推進
（４）豊かな森林資源の整備と活用促進
（５）工業の振興
（６）商業の振興
（７）観光の振興
（８）新たな地域産業の振興

みんなで学ぶうるおい
のあるまちづくり
＜教育文化＞

（１）学校教育の充実
（２）生涯学習の推進
（３）地域文化の振興
（４）生涯スポーツの振興

あなたの知恵・みんな
が主役のまちづくり
＜住民参画交流＞

（１）市民との協働・活動支援
（２）連携・交流の推進
（３）男女共同参画社会の形成
（４）自治体運営の効率化・高度化

施策大綱 基本目標 施策大綱
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第２次横手市総合計画（平成28年度～令和7年度）

【目指す将来像】

『みんなの力で 未来を拓く 人と地域が燦やくまち よこて』
ひら かがや

基本

構想

基本計画

実施計画

●基本構想（１０年間：H28～R7）
まちづくりの基本となる指針
①将来像
②重点目標
③基本目標

●基本計画（前期５年・後期５年：R3～R7）
基本構想に掲げる目標を達成するために
分野ごとの方針や施策展開を示したもの
④政策
⑤施策

●実施計画（３年）
基本計画で定めた政策と施策を達成するための具
体的な事業内容を示したもの。
毎年度ローリングを実施（計画と実績のズレの修正）
⑥実施計画事業
⑦実施計画中事業
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基本構想（平成28年度～令和7年度）

基本

構想

基本計画

実施計画

●基本構想（１０年間：H28～R7）

基本構想は、横手市が目指す「将来像」を明らかにし、今後
取り組むべき重点目標、まちづくりの基本目標を示し、これを
長期的な視点で計画的に実現していくため、まちづくりの
方向性を定めることを目的とする。

①将来像

②重点目標

③基本目標

みんなの力で 未来を拓く
人と地域が燦くまち よこて

◎働く場が充実し、みんなが元気に暮らし続けられるまち
◎安心して子どもを産み育てられ、みんなが笑顔で住み続けられるまち

７つの基本目標（次ページ参照）

総合戦略に繋がる目標
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基本構想（平成28年度～令和7年度）

①将来像

「み
ん
な
の
力
で

未
来
を
拓
く

人
と
地
域
が
燦
く
ま
ち

よ
こ
て
」

②重点目標

働
く
場
が
充
実
し
、
み
ん
な
が
元
気
に
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
ま
ち

安
心
し
て
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
、
み
ん
な
が
笑
顔
で
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち

③基本目標

①みんな元気でいきいきと暮らせるまちづくり

②楽しく学び郷土愛あふれるまちづくり

③美しい自然と豊かな暮らしを引き継ぐまちづくり

④地域資源をいかした活力ある産業のまちづくり

⑤安全で快適な住みよいまちづくり

⑥みんなの知恵を持ちよりみんなが輝くまちづくり

⑦計画実現のために
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基本計画（前期：平成28年度～令和2年度 後期：令和3年度～令和7年度）

基本

構想

基本計画

実施計画

●基本計画（前期5年・後期5年）
基本構想を達成するため、取り組む分野（政策）と、その目指す
姿、分野ごとの手段（施策）を明らかにしたもの。
※後期基本計画５年⇒令和３年度～令和７年度

④政策…基本目標を達成するための７つの手段
（７つの政策）

⑤施策…政策を実現するための３４の手段
（３４の施策）
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基本計画 政策と施策の位置づけ

【政策１（健康福祉）】
伸び伸び子育てできる環境と、
みんなが健康に暮らせるまちづくりを進めます

【施策1-1】子育て支援の充実
【施策1-2】健康な心と体づくりの推進
【施策1-3】健康でいきいきとした高齢社会の推進

【施策1-4】障がい者（児）福祉の充実
【施策1-5】低所得者福祉の充実
【施策1-6】福祉を支える人材の確保と育成

【政策２（教育文化）】
学びの充実とスポーツ・芸術文化の振興により、
生きる力と豊かな心を育みます

政 策 施 策

【政策３（生活環境）】
豊かな自然環境を守り、安心して暮らすことの
できるまちづくりを進めます

【施策2-1】横手を愛する心と生きる力を育む学校
教育の充実

【施策2-2】安全で安心して学べる教育環境の整備

【施策3-1】安心して暮らすことのできるまちづくりの
推進

【施策3-2】美しい自然環境と快適な生活環境の保全

【施策2-3】元気なまちを築く生涯スポーツの促進
【施策2-４】心を豊かにする生涯学習の推進
【施策2-５】よこての伝統文化の継承と再発見

【施策3-３】災害に強いまちづくりの推進
【施策3-４】循環型社会の一層の推進
【施策3-5】地球温暖化対策の推進

【政策４（産業振興）】
魅力ある地域資源を活用し、人を呼び、
仕事を生み出す産業の振興を図ります

【施策4-1】魅力ある農林業の振興
【施策4-2】活気ある商業の振興
【施策4-3】活力ある工業の振興

【施策4-4】観光・物産資源の発掘と発信
【施策4-5】企業誘致の推進、企業留置と雇用対策

【政策5（建設交通）】
暮らしを支える都市基盤を強化し、便利で
快適なまちづくりを進めます

【政策6（市民協働）】
やさしさと笑顔があふれる市民が主役の
地域づくりを進めます

【政策７（行政経営）】
横手を思い、市民の想いを実現させる創造的な
行政経営を進めます

【施策5-1】雪国の快適な暮らしの実現
【施策5-2】快適な移動空間の実現
【施策5-3】市民が利用しやすい公共交通の充実

【施策6-１】市民の主体的な活動の支援と
地域づくり活動の充実

【施策6-２】男女が尊重し合う社会づくり

【施策7-1】市民ニーズに対応した成果重視の行政運営の推進
【施策7-2】財源確保と効率的・効果的な財政運営の推進
【施策7-3】戦略的・計画的な人材育成と能力開発の充実

【施策5-4】地域拠点整備による市街地の活性化
【施策５-5】安全で安定した水道水の供給と生活排水

の適正処理
【施策５-6】市民がくつろげる公共空間の整備

【施策６-３】情報を共有する環境の整備
【施策６-４】市内外との交流連携の推進
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政策名称＋政策担当部局＋ＳＤＧｓマーク

施策名称＋施策担当課室所＋ＳＤＧｓマーク

１．目指す将来の姿

２．取り組み方針

３．現状と課題

ＳＤＧｓ…持続可能な世界を実現するための１７の目標と１６９の
ターゲットで構成された国際社会全体の開発目標

基本計画 施策（後期計画の見方）
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基本計画 施策（後期計画の見方）

４．施策の展開

主要事業

５．私たちが協力できること

６．施策の成果指標
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実施計画（計画期間：3か年※毎年度ローリングを実施）

基本

構想

基本計画

実施計画

●実施計画（３年）
基本計画で定めた政策と施策を達成するために、さらに
具体的な手段（事業内容）を示したもの
※社会情勢の変化に柔軟に対応するために、向こう３年間
の計画を策定し、毎年度ローリングを実施する。
（計画と実績のズレの修正）

⑥実施計画事業
…施策達成のための具体的手段
（約６００事業）

⑦実施計画中事業
…実施計画を更に細分化した手段
（約1,500事業）
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施策や実施計画事業について、しっかりと評価・検証を行い、その結果を次の計画や
予算編成に活用していくためのマネジメントサイクル（ＰＤＣＡサイクル）を確立し、変化し
続ける行政需要に的確かつ柔軟に対応する。

行政評価との連携

•目標実現のための活動

•施策推進（事業実施）

•成果の測定

•目標と実績の照合

•施策（事務事業）の評価

•目標の設定

•事業の方針決定

•計画の策定

•事業の改革・改善

•計画の見直し

•次年度予算へ反映

改善

Action

計画

Pｌan

実行

Do

評価

Check
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第３次総合計画の策定基本方針

基本的な考え方

近年の地方自治体を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化のさらなる急速な進行を要因とする人口構
造の変化や社会ニーズの多様化等により大きな変化が生じています。また、新型コロナウイルスの流行や
急速に進むデジタル技術の活用などにより、ライフスタイルやワークスタイルも大きな転換期を迎えています。
次期総合計画は、さらなる社会情勢の変化にも対応し、持続的かつ計画的な市政運営を行うことができ
るよう、以下の視点に基づき策定します。

（１）市民との協働による計画づくり
各種アンケートによる市民意識調査やパブリックコメント等による意見募集などを幅広く実施し、市民の多様な意見を反

映した計画を目指します。また、計画策定の中心となる策定委員会は、関係団体と市民委員、市職員で構成し、対話を
中心とした計画づくりを進めます。

（２）重点事項や優先順位が明確で、戦略性のある計画づくり
限られた資源を有効に配分するため、さらなる選択と集中により、施策や事業の優先度や重点取組事項を明確にし、

将来を見据えた戦略性のある計画づくりを進めます。

（３）市民に分かりやすい計画づくり
市の目指す姿や具体的な目標を明確に示し、市民と行政がまちづくりの方向性を共有できる計画にするとともに、可能

な限り記載方法を簡略化し、親しみやすい計画づくりを進めます。

（４）実現性と実効性を確保した計画づくり
人口減少や少子高齢化など本市を取り巻く社会情勢、将来の人口動向や財政状況等を十分に想定し、施策の実現

性や事業の実効性を確保した計画づくりを進めます。

（５）成果を可視化し、適切な進行管理が行える計画づくり
政策や施策単位で、明確な目標（到達点）を設定するとともに、その達成状況と成果を検証し、予算配分や政策の優

先付けへの反映など、適切な進捗管理ができる計画づくりを進めます。
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第３次総合計画の策定基本方針

政策形成・施策形成の視点

第２次総合計画における７つの分野別政策である「健康福祉」「教育文化」 「生活環境」「産業振興」「建
設交通」「市民協働」「行政経営」については、現状の体系を踏襲する方向とします。
また、以下の個別課題については、全分野にわたる共通政策として位置づけ、それぞれの政策と施策の

形成プロセスにおいても当該視点を意識しながら、計画策定を進めます。

（１）人口減少社会・男女共同参画社会への対応
将来にわたって活力ある持続可能なまちづくりを実現するため、全分野にわたって人口の社会増・自然増、男女共同

参画の実現等を視野に計画を策定します。

（２）デジタルの活用による地域課題の解決
コロナ禍の経験により、急速に進んだ行政のＤＸや地域社会のデジタル化の推進に伴い、市民の利便性や行政機能の

効率性をさらに向上させる取り組みを意識して計画を策定します。
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第３次総合計画の策定基本方針

計画の構成及び計画期間

これまでの総合計画を継承し、基本構想、基本計画及び実施計画で構成します。

（１）基本構想
長期的な観点からまちづくりのビジョンとして基本理念と将来像を示すものです。基本構想は自治基本条例第11条第2

項に基づき、議会の議決が必要となります。
【構成】将来像、重点目標、基本目標 【期間】１０年間（令和８年度～令和１７年度）

（２）基本計画
基本構想の実現に向けて、基本的な政策と施策の体系、また、その達成度を測るための指標（アウトカム指標）を定め

ます。
【構成】政策、施策 【期間】前期及び後期計画それぞれ５年間

（３）実施計画
基本計画を達成するための具体的な手段（事業内容）を示すとともに、行政活動を測るための指標（アウトプット指標）

を定めます。
【構成】実施計画事業、実施計画中事業 【期間】３年間（ローリングを行いながら毎年更新）
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第３次総合計画の策定基本方針

第３次総合計画の構成イメージ

基本

構想

基本計画

実施計画

●基本構想（１０年間：R8～R17）
まちづくりの基本となる指針
①将来像
②重点目標
③基本目標

●基本計画（前期R8～R12・後期R13～R17 各５年）
基本構想に掲げる目標を達成するために
分野ごとの方針や施策展開を示したもの
④政策
⑤施策

●実施計画（３年：毎年ローリング）
基本計画で定めた政策と施策を達成するための具
体的な手段（事業内容）を示したもの。
⑥実施計画事業
⑦実施計画中事業
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第３次総合計画の策定基本方針

策定の体制

（１）策定の体制
①総合計画審議会
附属機関として、住民の代表や学識経験者等で構成し、市長の諮問に応じて、計画案の全般的な内容について
審議し、市長に対して答申を行います。

②政策会議
市の最高方針・重要施策等を審議する機関として、策定委員会で作成された計画案を審議します。

③策定委員会
関係団体、市民代表、市職員（施策担当課長）で構成し、政策分野単位で基本計画の原案を作成します。

④庁内策定部会
担当係長等で構成し、施策分野別に基本計画の素案を作成します。

（２）市民参画
まちづくりの主役である市民の積極的な計画策定への参加に努めます。
※総合計画審議会や策定委員会への参加、各種アンケートやパブリックコメント等による意見募集、ＨＰや市報等
による情報共有 等
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第３次総合計画の策定体制

庁内策定部会
（係長級）

各課室所

庁内体制

策定委員会
（関係団体、課長級）

市民意見
・総合計画審議会への参加
・策定委員会への参加
・まちづくりアンケート
・若者意識調査
・市政懇談会
・ワークショップ
・パブリックコメント
・HP等による情報共有 など

総合計画審議会 市長

政策会議

市議会

議案提出（基本構想）

議決

諮問

答申

※原案の審議

※原案の作成（政策別）

※素案の作成（施策別）

※課題等整理

参
加

情報共有

意見募集

参加
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第３次総合計画策定スケジュール（令和６年度）
年月 総合計画審議会 策定委員会 庁内策定部会 市民意見等

R６.５
・策定部会選任依頼（係長級） ・まちづくりアンケートの実施

・若者意識調査の実施

６
・第１回策定部会（全体説明、役割
分担）
・第２回策定部会（現状と課題の整
理、取り組み方針の検討）

・市政懇談会での意見聴取

７
・第３回策定部会（施策の検討） ・市政懇談会での意見聴取

８ ・第１回審議会（委嘱状交付、現計画
の説明、自治基本条例の説明、過去
の取組結果）

・第４回策定部会（政策の検討） ・将来像の公募（小中学生から絵画募
集、中学生部門、一般部門の将来像
川柳募集）
・市民とのワークショップ（2回）

９ ・第２回審議会（現計画の総括評価
の実施）

・第１回策定委員会（委嘱状交付、
全体説明）
・第２回策定委員会（現状と課題の
整理、取り組み方針の意見交換）

・わがまちよこて写真募集（8/1～9/30）

１０ ・第３回審議会（自治基本条例の検
証）

・第３回策定委員会（政策、施策の
検討）
・第４回策定委員会（基本目標の検
討）

１１ ・第４回審議会（自治基本条例の検
証、将来像の検討）

・第５回策定委員会（将来像の検
討）
・第６回策定委員会（将来像原案、
基本構想原案の検討、確認）

１２ ・第５回審議会（基本構想原案の審
議）

R7.1 ・第６回審議会（基本構想原案の審
議）

２

３ ・第７回審議会（パブリックコメント実
施後の原案の審議）
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総合計画庁内策定部会の実施内容

• 各政策、施策の検討を実施

１）現状と課題の整理
２）現状と課題の検討を踏まえ、取り組み方針を検討
３）１）、２）を見直し後、施策を検討
４）施策検討後、政策を検討

• 各政策、施策を整理した内容を策定委員会で説明

令和６年度

• 施策の検討

令和７年度

１）施策の展開の検討
２）施策実現のための主要事業等の検討
３）施策の成果指標の検討

• 施策の検討結果を策定委員会で説明
• 「目指す将来の姿」の検討
• 「私たち（市民・事業者）が協力できること」の検討
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総合計画策定委員会の実施内容

• 重点目標、基本目標の検討
• 各政策、施策の議論

１）策定部会で検討した現状と課題、取り組み方針の議論
２）策定部会で検討した政策、施策の議論
３）基本目標の検討
４）将来像、重点目標の検討
５）将来像、基本構想原案の検討、確認

令和６年度

• 策定部会で策定した基本計画の議論
• 「目指す将来の姿」の検討
• 「私たち（市民・事業者）が協力できること」の検討
• 全体確認

令和７年度
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総合計画審議会の実施内容

• 第２次総合計画総括の意見交換（評価）
第２次総合計画の施策総括結果を基に、政策毎に評価を実施

• 自治基本条例の検証
自治基本条例制定後、１０年が経過したことから、現状との整合性を検証、必要に応じて見直しを実施

• 将来像原案の審議、基本構想原案の審議
策定委員会が作成した将来像原案、基本構想原案の審議を実施

• 基本構想の答申

令和６年度

• 基本計画の審議
策定委員会で議論した基本計画について審議を実施

• 基本計画の答申

令和７年度


